
 

 

死等の防止のための対策に

関する大綱」が閣議決定され

るなど、長時間労働対策の強

化が切迫した問題となって

います。 

長時間にわたる過重労働

は、労働者の脳・心臓疾患、

精神障害につながっており、

また、割増賃金の不払い等の

労働基準法違反も後を絶た

ない状況となっています。 

◆問題解消のための取組み 

厚生労働省では、リーフレ

ットの配布による周知・啓発

を行います。 

また、過労死等に係る労災

請求が行われた事業場や離

職率が極端に高いなど「使い

捨て」が疑われる企業を把握

し、重点監督を実施します。 

なお、監督指導の結果、是

正が図られない場合は、ハロ

ーワークにおける職業紹介

が行えなくなります。さら

に、フリーダイヤルによる全

国一斉の「過重労働解消相談

ダイヤル」（0120-794-713）

を実施し、都道府県労働局の

担当官が相談に対する指

導・助言を行います。 

◆昨年の実施結果は？ 

2014年 11月に実施した同

キャンペーンにおける結果

では、重点監督が行われた

4,561 事業場のうち 3,811 事

業場（全体の 83.6％）で労働

基準関連法違反が明らかと

なりました。 

政府は長時間労働対策を

重点取組みテーマに位置付

けています。問題解消のため

には、企業が労働時間を適正

に把握し、時間外労働に対す

る適切な対処が必要です。 

 

「介護離職ゼロ」を 

目指す政府の方針とは？ 

◆「介護離職ゼロ」とは？ 

安倍首相は、「介護離職ゼ

ロを目指し、介護施設の整

備、介護人材の育成を進め、

仕事と介護が両立できる社

会福祉を本格的に進めたい」

と自民党総裁選で公約を掲

げました。 

ここでいう「介護離職ゼ

ロ」とは、親や親族の介護を

するために退職する人をゼ

ロにしようという意味です。 

現在、介護離職者は年間 10

万人を越え、40～50 代の社

員に急増しており、男性の介

護参加率も高まっています。

そのため、仕事と介護を両立

できる制度を導入し、介護離

職防止策に取り組む企業も

増えています。 

◆制度見直しに向けた動き 

厚生労働省は育児・介護休

業法を改正し、介護休業制度

の見直しを進める考えです。 

現在の介護休業制度では、

親などの介護が必要となっ

た際に、原則 1 回最長 93 日

のまとまった休みを取ること

ができますが、分割して取得

ができるにする方針です。 

同省はこのほか、1 日単位

で休める介護休暇を延長した

り、半日単位で取得できるよ

うにしたりする、介護を終え

るまで当事者の残業免除を企

業に義務付けることなども併

せて検討しています。 

すでに今年 9 月から労働政

策審議会で見直しの議論をス

タートさせており、年内に議

論をまとめ、2017 年にも施行

したい考えのようです。 

◆特養増設には課題も 

一方、政府は、特別養護老

人ホーム（特養）の増設・整

備にも力を入れる方針です

が、人材確保など多くの課題

もあります。 

特養への入所待機者は、

2013年度で全国に 52万人い

るとされており、特養の増設

によって 15 万人の入所待機

者の解消を目標としていま

す。しかし、特養を増設する

ためには、そこで働く職員の

確保が大きな問題として挙が

ってきます。 

今後ますます深刻化する高

齢化社会、政府は「介護離職

防止」と「介護職員確保」の

どちらにも目を向けて対策に

取り組まなければなりませ

ん。 

 

 

 

 

11 月の税務と労務の手続

期限［提出先・納付先］ 

が公表している「特定個人情

報の適正な取扱いに関する

ガイドライン（事業者編）」

に関する Q&A が最新版に更

新され、「個人番号の提供を

拒否された場合の対応」が明

らかになりました。 

これによると、法定調書作

成などに際し従業員から個

人番号の提供を受けられな

い場合でも、安易に個人番号

を記載しないで書類を提出

せず、個人番号の記載は法律

で定められた義務であるこ

とを伝え、提供を求める必要

があります。 

それでもなお提供を受け

られない場合は、提供を求め

た経過等を記録・保存するな

どし、単なる義務違反でない

ことを明確にしておかなけ

ればなりません。経過等の記

録がないと、個人番号の提供

を受けていないのか、あるい

は提供を受けたのに紛失し

たのかが判別できないため

です。 

◆年金機構に添付書類とし

て提出する住民票について

（10/7）。 

日本年金機構がマイナン

バーに関する文書（日本年金

機構に提出する住民票につ

いてのお願い）を公開し、年

金請求時などに必要な書類

（添付書類）として住民票を

同機構に提出する場合には

「個人番号（マイナンバー）

が記載されていない住民票

を提出する必要があること」

が明らかになりました。これ

は同機構においては一連の

不祥事の影響により、当分の

間、マイナンバーの利用がで

きなくなっているためです。 

 

まもなく実施！ 

「過重労働解消 

キャンペーン」の内容 

◆実施期間は 

11 月 1 日～30 日 

厚生労働省は、今年 11 月

に「過重労働解消キャンペー

ン」を実施することを発表し

ました。これは、「過労死等

防止啓発月間」の一環として

2014 年から始まったもの

で、著しい過重労働や悪質な

賃金不払残業などの撲滅に

向けた監督指導や、過重労働

に関する全国一斉の無料電

話相談などの取組みを行う

とのことです。 

◆長時間労働対策の 

強化が喫緊の課題 

昨年 11 月に施行された

「過労死等防止対策推進法」

に基づいて今年 7 月に「過労

「番号法」が施行！ マイ

ナンバーに関する最新情

報 

◆ついに「番号法」が施行 

10 月 5 日に「番号法（マ

イナンバー法）」が施行され

ましたが、施行と前後して各

省庁などからマイナンバー

に関する最新情報が出され

ています。 

◆本人に交付する源泉徴収

票や支払通知書等への個人

番号の記載について（10/2） 

所得税法施行規則等が改

正され、「本人に交付する源

泉徴収票や支払通知書等に

は個人番号の記載が必要な

いこと」が明らかになりまし

た。 

これは、本人交付が義務付

けられている源泉徴収票な

どに個人番号を記載するこ

とにより、その交付の際に個

人情報の漏えいや滅失等の

防止のための措置を講ずる

必要が生じ、従来よりもコス

トを要することになること

や郵便事故等による情報流

出のリスクが高まるといっ

た声に配慮したものです。 

◆個人番号の提供を拒否さ

れた場合の対応について

（10/5） 
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